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「コーポレートガバナンス基本方針」制定のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス基本方針」（別紙）

を制定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

   

１．「コーポレートガバナンス基本方針」の概要 

  本基本方針は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため、東京証券取引所が 

定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神をふまえつつ、当社のコーポレート 

ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を定めております。 

    
 
  ２．「コーポレートガバナンス基本方針」の開示先 
    「コーポレートガバナンス基本方針」については、当社ホームページ内 
    （http://www.miura.com/ir/igovernance.html）に掲載しています。 
 
 
  ３．「コーポレートガバナンス報告書」提出について 
     本日、上記取組みを反映させた「コーポレートガバナンス報告書」を東京証券取引所に提出 
    しております。 
 
 

以 上 

 
 
 
 
 
 



別紙 
コーポレートガバナンス基本方針 

 
三浦印刷株式会社 

第１章 総則       
 
第 1 条（目的）       
本方針は、三浦印刷株式会社（以下「当社」という）が定める次の経営理念の実現を通じて、持続的成

長と中長期的な企業価値の向上を図るために、株主をはじめとするステークホルダーの皆様からの信認が

得られるよう、コーポレートガバナンスの継続的な充実を図ることを目的とします。  
            
第 2 条（コーポレートガバナンスの基本的な考え方）     
当社は、以下の「経営理念・経営ビジョン」のもとで、経営環境の変化に迅速・的確に対応できる組織

体制づくりと、企業価値を高める公正な経営システムの構築を最重要施策と位置づけており、ステークホ

ルダーの皆様のご意見等を経営に反映させたいと考えています。そのためには、社外取締役及び社外監査

役の活用、内部統制システムの整備・強化、さらにはコンプライアンスの充実などを通じて、経営のチェ

ック機能を高めるとともに、決算等財務情報の適切な開示を推進し、ホームページ等による営業活動や非

財務情報の開示など幅広い情報提供に努めることで、経営内容の透明性を高めてまいります。 
 
＜経営理念＞       
全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、お客様に心から満足いただける製品・ 
サービスを提供し、明日の豊かな社会づくりに貢献する。 

＜経営ビジョン＞ 
情報・文化を事業ドメインとして、お客様に喜びと感動を与え、“信頼度ナンバーワン 
企業”を目指す。 

       
第 3 条（企業倫理規程・従業員行動基準） 
当社は企業統治の体制整備として、コンプライアンス（法令・規則・定款・及び社会規範等の遵守）を

含む「企業倫理規程」及び「従業員行動基準」を定めております。これらを日々の活動の基礎として社会

的責任を遂行し、またこれらが事業活動の第一線まで広く浸透し、遵守されるよう努めてまいります。

           
第２章 株主の権利・平等性の確保       
        
第 4 条（株主総会） 
当社は、株主がその権利を適切に行使することができるよう、開かれた株主総会を目指し、次のような

対応を行います。 
① 株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう定時株

主総会の招集通知を適正時期に発送することとし、当社および東京証券取引所の Web サイトに、当

該招集通知を出来る限り早期に開示します。 



 ② より多くの株主が株主総会に出席し、株主の意志をより反映できるように、開催日時、開催場所等

の設定を行います。 
 ③ 株主総会招集通知は、株主がその権利を適切に行使することができるように、議案内容の説明に留

意し、わかりやすい記載にて提供します。 
④ 株主総会における議決権の行使は、原則として株主名簿に記載または記録されている株主が有する

ものとします。ただし、実質株主があらかじめ株主名簿上の株主を通じて株主総会への出席を求めた

場合は、原則として傍聴を認めるものとします。 
⑤ 議決権電子行使環境の構築、及び招集通知等の英訳についての対応は、今後の株主構成、株主から

の要望などを踏まえて、実施の必要性を検討し、必要性が高いと判断した場合には速やかに実施する

こととします。 
 ⑥ 株主総会における決議の結果および賛否の割合等を株主総会後の取締役会で分析・検討し、一定数

（議決権行使数の 30%を目処とする）以上の株主から賛同を得られなかった取締役会上程議案につ

いては、その原因などを分析し、その結果を株主との対話に反映させます。 
      

第 5 条（資本政策の基本方針） 
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むため、財務体質と経営基盤の強化を図り

ながら、収益力と資本効率の改善に努め、株主の皆様に安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方

針といたします。 
２．支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を行う場合には、全てのステークホルダーにおけ

る企業価値の観点から、取締役会にて当該提案の検証および検討を行い、プレスリリースなどを通じて、

当社の考え方に理解を得るべく説明をつくした上で、株主の意見などを参考に判断を行います。 
３．内部留保金につきましては、主力事業である純印刷分野及び拡印刷事業の充実・拡大のための設備投

資と、新製品・新技術の研究開発及び新規事業展開を図るための投資に優先的に配分し、中長期的な資

本効率の向上を目指します。   
 
第 6 条（政策目的保有株式に関する基本方針） 
当社は、当社の取引先等である上場会社および非上場会社の株式（以下「政策株式」という。）を保有

することで、当社の取引先等との間の事業上の関係を維持・強化することにつながり、結果として当社の

中長期的な企業価値を向上させることができる場合には、政策株式を保有することができるものとします。 
２．当社は、毎年、取締役会で主要な政策株式について以下のような点を検証し、当該検証の結果、中長

期的な経済合理性が認められない政策株式については当該株式の売却、その他の方法により当該株式保

有の解消を検討します。 
① 業績、配当、市場株価などから見た保有のリターンと将来の展望。 
② 株価下落リスクをはじめとする政策株式を保有することに伴う財務上のリスク。 
③ 政策株式を保有することにより見込まれる当社における経済的メリット。 
④ 政策株式の保有を継続することと当社の資本政策に関する基本的方針との整合性。 

３．当社が保有する政策株式に係る議決権の行使について、当社の株主の皆様に対する責任を全うするた

め、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、議決権を行使するこ

とをその基本方針とします。なお、投資先企業の状況等を十分勘案した上で賛否を判断し、議案の趣旨



の確認など、必要な場合には投資先企業と対話を行います。     
         

第 7 条（買収防衛策に関する考え方） 
当社は、株主の信頼に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要経営課

題と認識しており、原則として買収防衛策は導入いたしません。 
２．買収防衛策については、取締役の保身を旨とするものであってはならず、その導入に際しては、株主

共同の利益を重視すべく、株主総会において決議されなければいけないと考えています。 
 
第 8 条（関連当事者との取引に関する基本方針） 
当社は、取締役による利益相反取引を把握すべく、取締役及びその近親者（二親等内）と当社との間の

取引（役員報酬を除く）の有無、さらに、取締役及びその近親者（二親等内）が議決権の過半数を実質的

に保有する会社と当社との間の取引の有無を毎年定期的に取締役各々に確認することとしています。加え

て、主要株主や子会社関連会社等の関連当事者との取引も第三者との取引と同様に、社内承認手続きを実

施することとします。    
       
第３章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働     
        
第 9 条 （ステークホルダーとの関係） 
当社は、会社事業の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、顧客、取引先、債権者、従業員等、

地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供または貢献の結果であることを

十分に認識しており、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。    
２．当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課題について適切

に対応します。また、個々の従業員等の持つ多様性を認め、個性を活かし、個々の能力を発揮できるよ

うな会社を目指します。     
       
第 10 条 （内部通報）       
当社は、その従業員等が不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に

関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適

切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行います。（窓口には、客観性を担保するため、

社外の弁護士等を含みます。） 
２．こうした体制整備を実現すべく、情報提供者の秘匿や不利益取扱の禁止に関する規程を設けておりま

す。      
 
第４章 適切な情報開示と透明性の確保       
        
第 11 条（情報開示方針）  
当社は、公正かつ透明性の高い経営の実現を目指し、会社法および金融商品取引法その他の法令ならび

に東京証券取引所が定める規則を遵守し、株主の皆様を始めステークホルダーの皆様に対し、経営に関す

る重要な情報（非財務情報含む）を、ポジティブな情報、ネガティブな情報にかかわらず、適時・適切に



開示します。 
 
第 12 条（双方向コミュニケーション） 
あらゆるステークホルダーとコミュニケーションを促進するため、企業情報を積極的かつ公正に開示し

ます。特に、お客様、取引先、株主、従業員等、に対して、財務情報をはじめとする、経営情報を適時適

切に積極的に開示し、広く社会に対して高い透明性を確保いたします。 
２．株主総会や通常の IR 活動を通じて、円滑なコミュニケーションに努め、経営とステークホルダーと

の対話の促進と、その結果を踏まえた取締役および執行役員へのフィードバックを積極的に推進します。 
        
第５章 取締役会および取締役等の有効性･実効性      
 
第 13 条（機関設計） 
 当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択します。 
２．経営の意思決定・監督機関としての取締役会とは別にその意思決定に基づく業務執行体制としての経

営会議を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図ります。 
３．取締役会は、法令および定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定します。 
経営会議は代表取締役社長に指名されたものが議長を務め、各本部の最高責任者及び取締役会が指名し

た執行役員や経営陣幹部で構成され、取締役会で決定された方針の具体化や複数の分野にまたがる課題

の対策を協議しています。経営会議の結果は、各取締役・監査役に報告され、現場の具体的な課題や問

題を迅速に察知・対処できる仕組みとしています。 
 
第 14 条（取締役会の役割・責務）       
取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・

責務の一つとして捉え、具体的な経営戦略や中長期の経営計画等について建設的な議論を行います。また

中長期の経営計画が未達の場合には、その原因を分析し、株主に説明し、その分析を次期以降の計画に反

映させます。 
２．取締役会は、独立した客観的な立場から、取締役・経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを主

要な役割・責務の一つとして捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に

適切に反映します。   
３．取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成

に努めます。  
４．取締役会は、その実効性について、社外取締役を含む全ての取締役に対する意見調査等を実施し、そ

の結果に基づき分析・評価を行い、改善に努めてまいります。 
          
第 15 条（取締役会の構成）       

取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・

経験・能力のバランス、多様性を確保する構成とします。 
２．社内取締役については、当社の経営理念や行動指針、経営戦略から導いた取締役に求める要件に照ら

し、その経験・見識・専門性などを総合的に評価して選定します。 



３．社外取締役については、企業経営者、有識者などを、経験・見識・専門性を考慮して２名以上選定 
することとします。 

    
第 16 条（取締役・監査役および経営陣幹部の選任方針） 

取締役・監査役および経営陣幹部の選任を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実

現し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを基本方針とし、以下の要件

を充足することを条件としています。 
① 職務の執行および監督について善管注意義務・忠実義務を適切に果たすことができる資質を備えて

いること。 
② 取締役および経営陣幹部については、当社の事業または業界に精通し、当社の経営を適切に遂行す

る能力を有すること。 
③ 取締役・監査役又は経営陣幹部として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有すること。 
        

第 17 条（取締役・監査役および経営陣幹部の選任手続き） 
役員人事の決定における公正性を徹底するため、代表取締役を中心として、社外取締役などの助言を

得た上で、幅広い見地から取締役・監査役および経営陣幹部の候補者の推薦を行うこととします。 
２．取締役会は、推薦された取締役候補者の指名を行い、株主総会に付議する取締役選任議案を決定しま

す。 
３．取締役会は、推薦された監査役候補者について、監査役会の同意を得て指名を行い、株主総会に付議

する監査役選任議案を決定します。       
       

第 18 条（取締役および経営陣幹部の報酬についての方針） 
取締役および経営陣幹部の報酬等は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、業績及び企業価

値の向上に対する動機付けや、優秀な人材の確保に配慮した体系とすることを基本方針とします。 
２．取締役および経営陣幹部の報酬額等については、社内規程に基づき世間水準、職務内容、および従業

員給与とのバランスを勘案して、職責の別に応じて設定します。 
        
第 19 条（取締役および監査役の報酬についての手続き） 

取締役および監査役の報酬決定の手続きは、株主総会で決議された報酬額の限度内で、取締役の報酬

に関しては取締役会の決議により、監査役の報酬に関しては監査役会の協議により決定いたします。

            
第 20 条（独立社外取締役の選任方針および独立性判断基準）  
独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、第

16 条に定める要件に加え当社の業務・業界にかかわらず卓越した識見と幅広い経験を有する者を基本方

針とします。      
２．独立社外取締役を選任する際の判断基準は、法令及び上場規則の要件に加え、〈別添資料〉に定める

「社外役員の独立性判断基準」に基づき、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる

恐れがない者とします。         
     



第 21 条（監査役会の役割・責務） 
  監査役会は、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの

役割・責務を果たすに当たって株主に対する受託者責任をふまえ、独立した客観的な立場において適切

な判断を行います。 
２．監査役会は、常勤監査役と半数以上の社外監査役にて構成され、独立した立場での監査役としての責

務を果たしています。なお常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の業務執行に関する重要な会議

にも出席し、意見を述べ、実効性の高い監査役会を構築しています。 
 
第 22 条（外部会計監査人） 
 当社では、監査役会や経理部門等の関連部門と連携し、監査日程や監査体制の確保に努め、外部会計監 
査人の適正な監査を確保しています。また、適宜、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況を通じて、 
独立性と専門性の有無について確認を行っています。 
        
第 23 条（取締役会と外部会計監査人との連携） 
経理担当取締役は、外部会計監査人との事前協議を実施の上、監査スケジュールを承認し、十分な監査

時間を確保しています。 
２．当社は、外部会計監査人から要請があれば、代表取締役をはじめ各業務執行取締役等の経営陣幹部と

の面談時間を設けています。 
３．当社は、外部会計監査人と内部監査部門が直接面談し、あるいは、常勤監査役が内部監査部門と連携

し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等の

フィードバックを行っています。 
４．外部会計監査人が不備や不正を発見した場合、当社は調査・是正を行い、その結果報告を行うことに

努めます。  
       
第 24 条（取締役・監査役の役割・責務） 
取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業

務に振り向けます。取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲に

とどめるべきであり、当社はその兼任状況を毎年開示します。 
２．取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために必要に応じ、会社に対して追加の情報提

供を求めることが出来ます。また、当社は、人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整えます。 
３．取締役・監査役は必要と考える場合には当社の費用において外部の専門家の助言を得ることができま

す。 
４．当社は、取締役・監査役と内部監査部門との連携を確保します。また、社外取締役・社外監査役の指

示を受けて会社の情報を適確に提供出来るよう社内との連絡・調整にあたる者を選任します。 
      

       
第 25 条（取締役・監査役のトレーニング） 

当社は新任者をはじめとする取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用

の支援を行います。そして取締役・監査役は、就任後においても継続的に更新の機会を得ることができ



ます。また、取締役会はこうした対応が適切にとられているか否かを確認します。 
２．社外役員に対してはその就任に際して、当社の事業・財務・組織を含めた概況に関する情報の提供を

行っています。また、必要に応じて工場見学会など当社についての理解を深めるための施策を実施して

います。 
 
第６章 株主等ステークホルダーとの対話       
        
第 26 条（株主との対話）  
当社は、株主の意見が取締役会全体に確実に共有されるように努めます。 

２．当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示及び自主規制機関の要請する開示

ならびに IR 等の任意開示により、必要十分な情報の適時・適切な開示に努めるとともに株主と建設的

な対話を行います。この際は、インサイダー情報の管理に配慮するとともに株主間において実質的な情

報格差が生じないように十分留意します。 
３．当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努めます。   
        
第 27 条（経営戦略や経営計画の策定・公表） 

当社は、経営戦略に対する株主の理解を得られることは、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値

の向上に不可欠であると考え、収益計画や資源配分などの経営方針、主要取組課題などを含む経営戦略

を策定し、公表するように努めます。 
２．当社は、中期的な経営計画が株主に対する最も重要なコミットメントの一つであるとの認識のもと、

計画の進捗状況を把握・分析するとともに、達成に向けた施策を立案し、決算発表時における開示など

を通じてその内容をわかりやすく説明するように努めます。 
 

以 上  

（平成 27 年 11 月 27 日 制定）



 
〈別添資料〉 

「社外役員の独立性判断基準」 
（第 20 条 関連） 

 
当社における独立社外取締役または独立社外監査役候補者は、以下のいずれの要件にも該当しない者とす

る。 
 
１．当社関係者 
当社グループ（当社および当社の子会社および関係会社）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外

監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においても当社グループの取締役（社外取締役を除

く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。 
 
２．主要な取引先 
(1) 当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。但し、当社を

主要な取引先とする者とは、直前事業年度を含めた過去３事業年度における当社および当社の子会社との

取引による受取額が、取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の５％以上を占めて

いる者をいう。 
(2) 当社の主要な取引先である者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。但し、当社の

主要な取引先である者とは、直前事業年度を含めた過去３事業年度における当社および当社の子会社から

取引先（その親会社および重要な子会社を含む）への支払額が、当社の連結売上高の５％以上を占めてい

る者をいう。 
 
３．主要株主 
当社の主要株主（当社の株式数の議決権総数の 10%以上を保有する株主）である者、またはその者が法

人等である場合にはその業務執行者。 
 
４．その他利害関係者 
(1) 当社から役員報酬以外に、多額（1,000 万円を超える額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタ

ント、会計専門家または法律専門家等。 
(2) 当社から、多額（1,000 万円を超える額）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合に

はその業務執行者。 
(3) 過去５年間のいずれの事業年度においても、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナ

ーまたは従業員であったことがないこと。 
(4)過去 5 年間のいずれの事業年度においても、当社グループの主要な借入先である銀行の取締役または

従業員であったことがないこと。 
 
５．近親者 
次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。（配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一

にする者をいう） 
・上記１．から４．に該当する者。 

 ・当社およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。  
以 上 

 


